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○
環
境
省
告
示
第
二
十
八
号  

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る

の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の

な
い
除
去
土
壌
の
要
件
を
次
の
よ
う
に
定

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
除
去
土
壌
の
要
件 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
環
境

大
臣
が
定
め
る
要
件

日
本
産
業
規
格
K
〇
〇
五
八―
一
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
除
去
土
壌
に
係

る
検
液

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
半
導
体
検
出
器
を
用
い
て
測
定
し
た

セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム

百
三
十
七
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
又
は
当
該
除
去
土
壌
の
性
状
及
び
放
射
能
濃
度
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
の
溶
出
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性
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る

 


